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平成21年度第1回浦安市介護保険運営協議会議事録 

 

１． 開催日時         平成２1年5月29日（金） 午後１時15分～3時 

 

２． 開催場所         健康センター地下1階 第2会議室 

 

３ ．出席者          

（委  員）荒賀委員(会長)、小林委員、渡辺委員、福嶋委員、出羽委員、深作委員、宇田川委員、山

本委員、赤井委員、三浦委員、小澤委員、飯塚委員、関委員 

 

（事務局）筧健康福祉部長、金子健康福祉部次長、木内介護保険課長、佐久間高齢者支援課長、宇

田川健康増進課長、大塚地域包括支援センター所長、大塚介護保険課主幹、植草介護

保険課課長補佐、河野認定係長、池田保険料係長、関口主事、渡邊主事 

 

４．進  行 

1.開  会  

2.会長あいさつ 

3.議 題       

（１）平成20年度介護保険事業の実施状況について 

（２）その他 

 

５．会議経過      

議事の概要について  

各議題について事務局より説明を行った際に、表明された主な意見は次のとおり。 

 

議題（1）について 

 

委  員：浦安での介護度の変更件数はどれくらいあるのか。 

 

事務局：申請日が4月1日以降で、以前と介護度が変ってしまった方の審査は5月上旬から始まって

います。30件ほど審査をするとそのうち 7～11件くらいの方が以前と違った介護度がでるとい

う結果が出ています。 

ただ、この大部分の方は、1～2年の間に体の状態が悪くなられた方々で、家族や担当ケアマ

ネージャーに連絡をとっても妥当な認定だと思いますということで承諾を得ていまして、前の

介護度に戻す処置はとっていません。 

しかし、それでも2～3割程度の方々が元の介護を望まれて、変更しています。 

これまで審査された件数が十分な数ではありませんので、トータルとしての介護度変更率は

出ていないのですが、現在1件1件本人・親族・担当ケアマネージャーに連絡をさせていただ

いていますので、今のところ大きな不都合は発生しておりません。 

今後6月から更新受付をおこなう方には、以前の介護度に戻しますかという調書をお送りする

ようにしますので、ご希望をあらかじめとり、それに沿った認定を行うことから変更は若干増え

るかもしれません。 

 

委  員：要介護認定者数が平成16年度頃から微増となっているがこの要因は？ 
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事務局：介護保険制度開始当初は、それまで市独自の福祉サービスを使っていた方を中心に制度の

周知を行っていたことや、介護保険制度そのものが皆さんに十分に周知されていなかったこと

もあり、65歳を迎えられて、何かサポートが必要だと感じられた方がそのまま申請をされていま

したので、最初の数年は年間200～300件の認定件数がありました。それが 2～3年経過して、

制度の周知が整い比較的落ち着いてきた平成 16年度くらいから、認定者が何百人も増える

ことがない傾向に切り替わってきています。 

      

委  員：認定審査の問題ではないということですね。 

 

事務局：認定審査の問題ではないです。ただ、以前にも審査件数の増減が小さいのではないかと、ご

指摘をいただいたことがありましたが、それは本来認定の有効期間は 3ヵ月～24ヵ月に設定

できるのですが、1年で設定することが多かったのです。そこで、状態のお変わりにならない寝

たきりで介護度が重い方などは、24ヵ月（2年）の認定期間を出すようにしたために、1年に一

回の審査が 2年に一回になりました。その分だけ被保険者が増加しているにもかかわらず審

査の件数は同数で推移してきました。 

 

委  員：介護保険料の収納率が納期限ごとに低下しているが、その原因はどんなところにあるのです

か？ 

 

事務局: 納付方法として、1～3期は普通徴収で納付いただき、10月から特別徴収に変更になる方が

いますので、全体として 1～3期の普通徴収対象者が一番多くなります。未納者には、督促状

などを発送して納付を促しますか、督促状発送者のうち約 6割が市民税非課税や無所得者

などであり、低所得所の滞納が多く残るという傾向にあります。 

 

委  員：制度上の問題ではないのですか。 

 

事務局：普通徴収は、無年金者か年金収入額年額18万円以下の方が対象になりますので、生活して

いく上でなかなか保険料の納付にまわらないという実情があると思われます。 

 

委  員： 「認知症サポーター養成講座」についてですが、市では開催目標などを定めていますか。 

 

事務局：回数の設定はありません。ただし、年 12回以上は実施して、出前講座などを含めて、商工会

議所や警察、郵便局での周知の協力をしていただいています。 

 

委  員：自治会などを通じてPRを行えば効果的なのではないか。 

 

事務局：今回広報うらやす4月1日特集号を発行しましたが、今後も自治会へのPRも含めまして周知

徹底に努めていきます。 

 

 

６．問い合わせ先   

健康福祉部  介護保険課  保険料係  担当  池田・関口  

電話 047-351-1111  内線1177 


